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第14回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、ページ上部のメニューより「株式について」「株主総会」
を順に選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ビズメイツ」又は「コー
ド」に当社証券コード「9345」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年３月26日（木曜日）午
後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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１．日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 東京都千代田区神田須田町二丁目１９番地２３

Daiwa秋葉原ビル11階
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第14期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第14期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招
集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力くださ
い。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご
案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具
記

－ 2 －



 

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いておりま
す。

① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年3月27日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）

2026年3月26日（木曜日）
午後6時入力完了分まで

2026年3月26日（木曜日）
午後6時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、４、５、６号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２、３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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( 2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、実質賃金の上昇に伴う個人消費の持ち直しや、円安
為替相場の安定化を背景としたインバウンド需要の定着などにより、景気は緩やかな回復基調
で推移いたしました。一方で、国内における円金利上昇局面への移行や、米国新政権の外交・
通商政策に伴うグローバル・サプライチェーンの再編など、依然として不透明な情勢が続いて
おります。
　このような状況下、当社グループの主力事業であるランゲージソリューション事業は、オン
ラインビジネス英会話「Bizmates」、英語学習アプリ「Bizmates App」、コーチング
「Bizmates Coaching」によるAIと人の強みを融合させたハイブリッド型学習体験を提供す
ることで、より一層の顧客層の獲得を目指すと共に、グローバル人材の採用・転職支援等を行
うタレントソリューション事業との相互補完関係の強化を図り全社的な事業拡大を推進してお
ります。

　以上の結果、売上高は3,491,179千円（前期比0.5％増）、営業利益は283,416千円（前期
比25.2％減）、経常利益は268,382千円（前期比21.1％減）、親会社株主に帰属する当期純
利益は197,144千円（前期比14.2％減）となりました。

　セグメントの経営成績は以下のとおりであります。

（ランゲージソリューション事業）
　個人向けは競合激化のなか、コーチング市場において徐々に市場シェアの拡大に努めてまい
りました。法人向けサービスにおいては、グローバル人材育成を目的とした異文化研修や企業
のニーズに応える効果測定などラインナップを拡充するとともに、各社のグローバル人材育成
課題に即したオーダーメイド型ソリューションを行うコンサルティング営業を強化いたしまし
た。これらの取組みにより、法人顧客を中心に顧客基盤を拡大し、当セグメントの売上高は
3,322,106千円（前期比2.2％増）、セグメント利益は1,020,239千円（前期比1.7％減）と
なりました。
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（タレントソリューション事業）
国内はIT人材不足を背景に企業のIT・デジタル人材の採用意欲は依然として旺盛に推移いたし
ました。一方で、第1四半期に退職者が発生した結果、営業活動の進捗に遅れが生じました。
下半期にかけては、人員体制の整備が進んだことで紹介決定数が順調に増加いたしましたが、
期初の遅れを完全に取り戻すことができず、結果として、売上高は169,072千円（前期比
24.5％減）、セグメント損失は109,546千円（前期はセグメント損失70,443千円）となりま
した。

　②当期の財政状態の概況
（資産の部）
　当連結会計年度末における流動資産は1,834,975千円となり、前連結会計年度末に比べ
22,860千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が41,599千円増加したことによるも
のであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ42,943千円減少し、841,007千円となりました。こ
れは主に、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定が60,397千円増加した一方で、前連結会計
年度に実施した昨年本社移転に伴う旧オフィスの敷金返還により敷金が73,327千円減少した
ほか、繰延税金資産が12,048千円減少したこと等によるものであります。
　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ20,082千円減少し、2,675,982千円となりま
した。

（負債の部）
　当連結会計年度末における流動負債は605,537千円となり、前連結会計年度末に比べ
124,386千円減少いたしました。これは主に未払金が104,471千円減少したこと等によるも
のであります。

　固定負債は161,392千円となり、前連結会計年度末に比べ48,681千円減少いたしました。
これは主に借入金の返済により長期借入金が53,332千円減少したことによるものでありま
す。
　この結果、負債合計は766,930千円となり、前連結会計年度末に比べ173,067千円減少い
たしました。
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（純資産の部）
　当連結会計年度末における純資産合計は1,909,051千円となり、前連結会計年度末に比べ
152,985千円増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上によ
り、利益剰余金が149,025千円増加したことによるものであります。

区 分 第 11 期
(2022年12月期)

第 12 期
(2023年12月期)

第 13 期
(2024年12月期)

第 14 期
(当連結会計年度)
(2025年12月期)

売 上 高 (千円) 2,837,461 3,135,142 3,474,071 3,491,179

経 常 利 益 (千円) 328,612 318,053 340,272 268,382

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (千円) 225,865 199,393 229,849 197,144

１株当たり当期純利益 (円) 81.84 65.05 72.13 60.86

総 資 産 (千円) 1,338,109 2,055,247 2,696,065 2,675,982

純 資 産 (千円) 699,209 1,505,620 1,756,066 1,909,051

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 252.93 475.67 547.23 587.68

(2) 財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により、1株当たり純資産は、期末発行
済株式数に基づき算出しております。なお、期中平均発行済株式数及び期末発行済株式数
は、いずれも自己株式数を控除して算出しております。

２．当社は、2022年９月７日付で普通株式１株につき10株の割合、及び2025年10月1日付
で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第11期の期首に当該株式
分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」及び「１株当たり当期純利益」を算定
しております。
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会 社 名 資 本 金 当社に対する
議 決 権 比 率 当 社 と の 関 係

Bizmates Philippines, Inc. 16,000千
フィリピンペソ 99.99％ １．オンライン英会話に係るレッスン提供

２．システム開発の作業受託

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(4) 対処すべき課題
　当社グループは、ミッション「もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するために」の実
現に向け、以下の課題に重点的に取り組みを進めてまいります。

（全社）
①　コーポレート・ガバナンス体制の強化
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の透明性向上とグロー
バルな市場環境の変化に即応できる体制の構築を課題と認識しております。このような認識のも
と、本定時株主総会の承認を条件として、「監査等委員会設置会社」へ移行するとともに、「執
行役員制度」を導入いたします。これにより、取締役会による監督機能を一層強化するととも
に、執行側への必要に応じて権限移譲を行うことで、経営の意思決定を迅速化してまいります。
加えて、CxO体制のもと、グループ全体の経営資源を成長領域へ迅速かつ最適に投入できる経営
基盤を確立し、さらなる業績の拡大とガバナンスの深化を両立させていくことに努めてまいりま
す。

②　人的資本への投資と組織生産性の向上
　当社の持続的な成長の源泉は「人材」にあると認識しており、人材への投資と組織力の最大化
を図ってまいります。具体的には、優秀な人材の確保に加え、入社後の早期戦力化及びエンゲー
ジメント向上を重点的に取り組んでまいります。特に、新規顧客獲得の鍵となるマーケティング
等の専門人材の採用・育成を加速させていきます。個々の社員が専門性を最大限に発揮できる環
境を整備することで、組織全体の生産性と市場適応力を高め、持続的な成長を実現してまいりま
す。
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③　内部管理体制の強化
　当社グループとして中長期的に企業価値を向上させるためには、経営管理体制の強化やコーポ
レート・ガバナンスの充実に向けた取り組みが重要だと考えております。従って内部統制に係る
体制や法令遵守の強化に向けた体制作りを行ってまいります。

④　財務体質の強化
　優秀な人材の採用、継続的なシステム開発投資や広告宣伝活動等を行うため、事業資金の安定
的な確保が必要であると考えております。当社グループは、運転資金は自己資金、金融機関から
の借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本方針としております。な
お、これらの資金調達方法の優先順位等に特段方針はなく、資金需要の額や使途に合わせて柔軟
に検討を行う予定です。今後も有利子負債とのバランスを勘案しながら自己資本の拡充を図って
まいります。

（ランゲージソリューション事業）
①　ターゲット層の拡大と市場シェアの更なる獲得
　国内外での継続的な成長に向け、ターゲットとなる顧客層の多角化を推進してまいります。国
内においては、最大の潜在需要層である「初心者層」へのアプローチを進めております。また、
海外展開として2026年1月より台湾市場での受容性の確認を開始し、本格展開へ移行すること
を予定しております。現地のビジネスパーソンの需要を確認しながら最適なサービス展開を図
り、国内外における市場シェアの拡大に努めてまいります。

②　高付加価値サービスの展開と顧客生涯価値（LTV）の向上
　受講生の学習継続を支援し、学習効果を最大化させることが、顧客満足度及び顧客生涯価値
（LTV）の向上に直結すると考えております。このため、コーチングコンサルタントが伴走する
「Bizmates Coaching」を競合他社より、高品質かつコストパフォーマンスの高いサービスに
発展させていくことで、拡大するコーチング市場の市場シェアを獲得し、当社のオンライン英会
話や英語学習アプリと連携したハイブリッドなサービスを訴求していくことでLTVの最大化を目
指してまいります。
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③　オフライン領域の攻略とトータルソリューションへの進化
　企業のグローバル人材育成ニーズの多様化に対応するため、オンライン英会話の枠を超え、異
文化理解等のオフライン研修や効果測定テストの提供などサービス領域を拡大しております。企
業のグローバル戦略に深く踏み込んだオーダーメイド型のサービスを提案できるコンサルティン
グ営業体制を強化し、単なる語学学習を超えた「グローバル人材育成ソリューション」への進化
を遂げてまいります。

④　デジタル技術による学習体験の革新と自習領域の強化
　英会話学習アプリ「Bizmates App」にシャドーイングや瞬間英作文、AIによるロールプレイ
機能を順次実装したことにより、Bizmates Appによるインプット学習の質を高める投資を進め
ております。これにより、インプット学習でアプリを活用しオンライン英会話で実践練習を行う
ことや、コーチングコンサルタントがアプリを活用して学習に伴走するといった、各サービスを
シームレスに融合させた「ハイブリッド型ビジネス英語学習プラットフォーム」を確立いたしま
した。競合他社との差別化を明確化し、顧客基盤の拡大と中長期的な企業価値の向上を実現して
まいります。

（タレントソリューション事業）
①　営業基盤の確立・拡大
　外国人人材紹介事業「G Talent」において、紹介決定数のさらなる増加を目指しておりま
す。2025年に発生した離職に対し、現在は採用・育成を通じた営業体制の再構築が完了し、決
定数は着実な回復基調にあります。今後もキャリアエージェントの増員と早期戦力化に注力し、
営業基盤を盤石なものとすることで、利益成長を加速させてまいります。
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②ターゲット領域の拡張による総合プラットフォームへ
　当社グループは、これまでの「外国人ITエンジニア」を軸とした支援に加え、今後は「機電エ
ンジニア」まで支援対象を拡大しております。また、人材紹介サービス「G Talent」におい
て、国内在留外国人のみならず、世界19か国の海外居住者へとターゲットを全方位に広げるこ
とで、国内外の優秀なタレントプールの確保を進めております。さらにダイレクト―リクルーテ
ィングプラットフォーム「GitTap」とGTalentの双方向の活用により、キャリアエージェント
によるキャリア相談を通じたマッチングとプラットフォームによる機動的なマッチングを融合さ
せることで、紹介決定数の最大化に注力しております。
これにより、求職者およびクライアント企業の多様なニーズへ対応し、「グローバル人材の総合
プラットフォーム」を構築し、市場カバレッジを拡大してまいります。

③　クライアント企業との長期的関係の構築
　外国人材を紹介し、紹介先のクライアント企業で定着し活躍することが当社の持続的な成長に
不可欠と考えております。そのため、ランゲージソリューション事業が提供する「ビジネスオン
ライン日本語会話（Zipan）」等の語学サービスと連携し、「教育から転職までの一気通貫の支
援体制」を強化いたします。外国人材の活躍を多角的に支援することで紹介先のクライアント企
業との強固かつ長期的な信頼関係を構築してまいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

ランゲージソリューション事業 自社開発した通信ソフト等を利用し、外国人英会話トレーナーによる
オンライン英会話レッスンの提供等を行っております。

タレントソリューション事業 グローバル人材にフォーカスした人材紹介サービスや採用マッチング
サイトの運営等を行っております。

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

本 社 東京都千代田区神田須田町

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市北区梅田

Bizmates Philippines, Inc. フィリピン　アラバン市

(6) 主要な事業所等（2025年12月31日現在）
① 当社

② 子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ラ ン ゲ ー ジ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 127 （16）名 ▲2名 （▲1名）

タ レ ン ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 19 （1） ▲3名 （▲2名）

全 社 （ 共 通 ） 43 （3） 12名 （▲1名）

合 計 189 （21） 7名 （▲5名）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

101（21.25）名 11名（▲5.75名） 35.7歳 2.2年

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 27,776千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 26,404千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 20,000千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 15,822千円

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　特にございません。
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① 発行可能株式総数 12,000,000株

② 発行済株式の総数 3,248,034株（自己株式70株を除く）

③ 株主数 2,109名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 S U Z 1,374,000　株 42.30％

鈴 木 　 伸 明 303,600 9.34

日 加 株 式 会 社 270,000 8.31
Ｆ Ｒ Ａ Ｎ Ｃ Ｉ Ｓ Ｃ Ｏ  Ａ Ｎ Ｎ Ａ
Ｍ Ａ Ｒ Ｉ Ａ  Ｔ Ｏ Ｂ Ｉ Ａ Ｓ 120,000 3.69

伊 藤 　 日 加 90,000 2.77

崎 谷 　 春 夫 68,000 2.09

藤 本 　 淳 60,000 1.84

木 村 　 健 54,000 1.66

大 沼 　 晴 也 44,000 1.35

楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 33,400 1.02

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年12月31日現在）

　（注）2025年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施し、これに
伴い定款変更により発行可能株式総数を6,000,000株から12,000,000株に変更しておりま
す。

　（注）2025年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施したことに
より、発行済株式の総数は1,624,052株増加しております。

④ 大株主

（注）持株比率は自己株式（70株）を控除して計算しております。
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第 ６ 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2021年12月27日
新 株 予 約 権 の 数 75個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 1,500株
（新株予約権１個につき 20株）
　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個につき2,906円

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 5,640円
（１株当たり 282円）　

権 利 行 使 期 間 2023年12月25日から
2031年11月24日まで

行 使 の 条 件 （注）３

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 0個
目的となる株式数 0株
保有者数 0名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 75個
目的となる株式数 1,500株
保有者数 1名　

監 査 役
新株予約権の数 0個
目的となる株式数 0株
保有者数 0名　

(2) 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況

（注）１．2022年９月７日付で普通株式１株につき10株の割合、2025年10月1日付で普通株式１株につき２
株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」及
び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が調整されております。

２．最近事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しており、退職等の理由により権利
を喪失したものについては、記載しておりません。

３．新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社
又は当社子会社の取締役、監査役若しくは外部協力者の地位を有していなければならない。ただし、
取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。また、新株予約権者が死亡した場
合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条
の規定に基づき消滅するものとする。
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② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 　 伸 明

取 締 役 伊 藤 　 日 加 ランゲージソリューション事業部長
Bizmates Philippines, Inc.取締役CEO

取 締 役 須 田 　 騎 一 朗 ユナイトアンドグロウ株式会社　代表取締役社長

取 締 役 高 木 　 政 秋 メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役

常 勤 監 査 役 児 山 　 法 子 児山法子公認会計士事務所　所長
国立大学法人名古屋工業大学　監事（非常勤）

監 査 役 望 月 　 文 夫
ビーピー・カストロール株式会社　社外取締役（監査
等委員）
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　特
任教授

監 査 役 蔵 元 　 左 近 蔵元国際法律事務所　代表
AI inside 株式会社　社外取締役（監査等委員）

(3) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりになります。
　　　　　①2025年3月26日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって、取締役木村健氏は任期満了により

退任いたしました。
　　　　　②2025年3月26日開催の第13回定時株主総会において、高木政秋氏は新たに社外取締役に選任され

就任いたしました。
　　　２．取締役須田騎一朗氏、高木政秋氏は、社外取締役であります。

３．監査役児山法子氏、望月文夫氏、蔵元左近氏は、社外監査役であります。
４．社外取締役高木政秋氏、常勤監査役児山法子氏及び監査役望月文夫氏は、以下のとおり、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有しております。
・社外取締役高木政秋氏は公認会計士の資格を有しております。
・常勤監査役児山法子氏は公認会計士の資格を有しております。
・監査役望月文夫氏は税理士の資格を有しております。

５．監査役蔵元左近氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

６．当社は、社外取締役である須田騎一朗氏、高木政秋氏、社外監査役である児山法子氏、望月文夫氏及
び蔵元左近氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

－ 17 －



② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、定款において、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等で
あるものを除く。）及び監査役（以下、非業務執行取締役等という。）との間に同法第423条
第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と非業務執行
取締役等との間で、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認
められるのは、非業務執行取締役等が責任の原因となった職務の遂行について善意で重過失が
ないときに限られます。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
イ. 被保険者の範囲

当社の全ての取締役および監査役
ロ. 保険契約の内容の概要

被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害
賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するもの
です。保険料については全額当社が負担しております。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 　 締 　 役
（う ち 社 外 取 締 役）

55,875千円
（8,250）

55,875千円
（8,250）

－千円
（－）

－千円
（－）

5名
（2）

監 　 査 　 役
（う ち 社 外 監 査 役）

15,300
（15,300）

15,300
（15,300） － － 3

（3）

合 　 　 計
（う ち 社 外 役 員）

71,175
（15,150）

71,175
（15,150）

－
（－）

－
（－）

8
（5）

④ 取締役及び監査役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社の役員の報酬額等の決定に関する方針は、取締役の報酬等については「役員報酬に関
する内規」において、総枠について株主総会の承認を得た上で、個別の報酬は取締役会で決
定する旨が定められており、監査役の報酬等については「監査役会規則」により監査役の全
員の同意がある場合には、監査役会において協議できる旨を定めております。最近事業年度
における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、2025年
３月26日開催の取締役会にて、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役と協議を行い
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個別報酬額について了承を得て決定して
おります。また、「役員報酬に関する内規」においては役員賞与に関する取り決めも定めら
れており、会社の業績等を勘案し決算期に役員賞与を支給することがある旨の規定が定めら
れております。当該役員賞与に関しても個別報酬額の決定方法に準じて決定され、株主総会
で決議された報酬総額の範囲内において、了承を得て決定しております。
　監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役の協
議で決定しております。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．上表には、2025年３月25日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含
んでおります。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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ハ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の報酬限度額は、2021年３月24日開催の定時株主総会において年額150,000千円
以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終
結時点の取締役の員数は、4名（うち、社外取締役は１名）であります。
　監査役の報酬限度額は、2022年８月17日開催の臨時株主総会において年額20,000千円
以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
　なお、当社は役員の報酬等において一定の指標等を用いて支給される業績連動報酬制度は
採用しておりません。

⑤ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役須田騎一朗氏は、ユナイトアンドグロウ株式会社の代表取締役社長でありま
す。兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役高木政秋氏は、メディカル・データ・ビジョン株式会社の社外監査役でありま
す。兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

・社外監査役児山法子氏は、児山法子公認会計士事務所の所長及び国立大学法人名古屋工業
大学の監事（非常勤）であります。兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

・社外監査役望月文夫氏は、ビーピー・カストロール株式会社の社外取締役（監査等委員）
及び青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科の特任教授であります。兼職先と当
社との間には特別な関係はありません。

・社外監査役蔵元左近氏は、蔵元国際法律事務所の代表及びAI inside 株式会社の社外取締
役（監査等委員）であります。兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 須 田 　 騎 一 朗

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席いたしました。
企業経営者としての豊富な経験や実績、見識から必要な発言を行ってお
ります。特に、ガバナンス体制について、専門的な立場から監督、助言
等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。

取締役 高 木 　 政 秋

2025年3月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回のう
ち全てに出席いたしました。主に、公認会計士としての豊富な経験と専
門的な知見に基づき、当社の財務報告の適正性や内部統制システムの構
築・運用状況に関し、客観的かつ中立的な立場から適宜発言を行ってお
りました。特に事業年度においては、内部統制の強化に向けて必要な発
言を行い取締役会の意思決定の妥当性を確保するための助言・提言を行
いました。

監査役 児 山 　 法 子

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会15回
の全てに出席いたしました。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、監査役会において、当社の組織運営及び内部管理体制について適
宜、必要な発言を行っております。

監査役 望 月 　 文 夫

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会15回
の全てに出席いたしました。
税理士及び学識経験者としての専門的見地から、取締役会において、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、監査役会において、当社の組織運営等について適宜、必要
な発言を行っております。

監査役 蔵 元 　 左 近

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会15回
の全てに出席いたしました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監
査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な
発言を行っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,500

(4) 会計監査人の状況
① 名称 ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。当社子会社が外貨建にて支払うべき金額
は、平均為替レートを用いて円換算しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

３．当社の海外子会社については、当社の会計監査人とは異なる監査法人の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

⑤ 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 「ビズメイツグループコンプライアンス基本方針」において、コンプライアンスへの取り
組みについて指針を示し、必要に応じて全社における教育・研修を実施し、グループ全体
のコンプライアンス意識の維持・向上に努めます。

ロ. リスクコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたりま
す。

ハ. 内部監査室を設置し、役職員の職務執行の適正性を確保するため、業務執行状況等につい
て定期的な内部監査を実施します。また、内部監査室長は、必要に応じて監査役及び会計
監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施します。

ニ. 法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする社内報告体制として、
各社において外部に通報窓口を設け、内部通報制度を整備します。

ホ. 代表取締役以下、組織全体にて反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、不当・不
法な要求を排除します。また警察、弁護士等と緊密な連携関係を構築することに努めま
す。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、職務の執行に係る文書・情報を適切に保
管・管理します。

ロ. 文書管理部署は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して速やかに対応します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 「リスクコンプライアンス管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種
のリスクに対応する部署又は組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築します。

ロ. リスクコンプライアンス委員会を設置し、当社グループの事業活動における各種リスクに
対する予防・軽減体制の強化を図ります。

ハ. 危機発生時には、緊急事態対応規程に基づき社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機
に対して適切かつ迅速に対処します。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 経営会議を定期的に開催し、情報共有を行い取締役会による適切かつ機動的な意思決定を

行うものとします。
ロ. 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「取締役会規程」、「業務分掌規程」、
「職務権限規程」等を整備し各役職者の権限及び責任の明確化を図ります。

ハ. 定例取締役会を毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため必要に応じて臨時取締
役会を開催するものとし、より迅速な課題の把握及び改善を図ります。

⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 当社で定める「ビズメイツグループコンプライアンス基本方針」を当社グループに周知徹
底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指すものとします。

ロ. 内部監査室は、子会社の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保します。
ハ. 当社グループは、グループ会社経営全般に関して当社と子会社との間で定期的に会議を開

催し重要な情報を共有するほか、子会社の管理に関する規程に基づき、子会社の重要な業
務執行について当社が承認を行う、または報告を受けることとします。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
イ. 監査役が職務執行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置します。
ロ. 使用人が監査役の補助を行う場合は、監査役の指揮命令下でのみ業務を行い、監査役以外

からの指揮命令は受けません。
ハ. 補助使用人の処遇・異動・懲戒処分等の人事に関する事項は監査役の同意を得て実施しま

す。

⑦ 上記⑥の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の
実効性の確保に関する事項

　監査役又は監査役会は、補助使用人に対し直接指示をするものとし、他の役職員は、これに
抵触する指示をすることができないものとします。

⑧ 監査役への報告に関する体制
イ. 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあ

るとき、取締役による違法、または不正な行為を発見したときは、直ちに監査役に報告す
るものとします。

－ 24 －



ロ. 代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査役と
の相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとるも
のとします。

ハ. 監査役は、取締役会のほか、グループの連絡会議などを含めた重要な会議に出席し、また
は議事に関する内容を聴取し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることが
できるものとします。

⑨ 上記⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　当社は、監査役への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を「内部通報規程」に定め、当社グループの役職
員に対し周知徹底をします。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用等の請求をし
たときは、当社は、当該請求が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除
き、当該請求に応じるものとします。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役及び使用人は、監査役の監査活動が円滑に行えるよう、環境整備に配慮します。
ロ. 監査役は、監査の実施にあたり必要に応じて、弁護士及び公認会計士等から業務に関する

助言を受けることができるものとします。
ハ. 監査役は、会計監査人及び内部監査室長と定期的に情報交換を行い、相互連携を図りま

す。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①　取締役の職務執行について
　当事業年度において、取締役会を14回開催しており、法令、定款及び取締役会規程等に定
められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。

②　監査役の職務執行について
　当事業年度において、監査役会を15回開催しており、監査役会において定めた監査計画に
基づき取締役会を含む重要な会議への出席、会計監査人及び内部監査室長との定期的な連携等
を行い、取締役の職務執行について監査しております。

③　リスク及びコンプライアンスについて
　当事業年度において、リスクコンプライアンス委員会を２回開催し、事業運営上のリスクに
ついて評価・対策等の協議を行い、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進について検討
しております。また、全社員を対象としてコンプライアンス研修を実施し、社内のコンプライ
アンス意識の向上に努めております。

④　内部監査の実施
　内部監査室を設置しており、各部門が法令・定款・規程その他社会規範等にのっとり、適切
に業務運営を行っていることを、ヒアリング、書類確認等を通じて定期的に監査しておりま
す。
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４. 会社の支配に関する基本方針
当社は、支配に関する基本方針について、安定的な成長を目指し、企業価値の最大化及び株主
共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。現時点においては具体的な
買収への対抗措置は導入しておりませんが、今後も引き続き検討を行い、必要に応じていかな
る状況においても迅速に対応できる体制を確保してまいります。

５. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を重要な経営課題として認識しております。
将来の成長に向けた投資による成長基盤の確立と財務体質の強化を図りつつ、当面は年1回の
期末配当として配当性向20%～30％程度を目安に配当を行うことを基本方針としておりま
す。
　当社は、剰余金の配当等会社法第459条の第1項各号に定める事項については、法令に別段
の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の
基準日は毎年12月31日、中間配当の基準日は毎年6月30日とする旨を定款に定めておりま
す。
　当事業年度の期末配当につきましては、この配当方針及び当期の業績動向を総合的に勘案
し、1株につき15円とさせていただきます。
　これにより、当期の配当決定額は、2025年10月1日付の株式分割に伴う遡及修正後の前期
配当実績と同額になります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産　

1,834,975

1,673,871

37,998

1,373

121,732

841,007

313,947

246,364

67,583

416,258

401,100

15,158

110,801

82,073

28,727　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 605,537

買 掛 金 26,139
未 払 金 211,815
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 53,332

未 払 法 人 税 等 9,340
未 払 消 費 税 等 56,456
契 約 負 債 236,652
そ の 他 11,801

固 定 負 債 161,392
長 期 借 入 金 36,670
資 産 除 去 債 務 110,223
退 職 給 付 に 係 る 負 債 14,499

負 債 合 計 766,930
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,879,068
資 本 金 132,872
資 本 剰 余 金 482,676
利 益 剰 余 金 1,263,582
自 己 株 式 △63

その他の包括利益累計額 29,750
為 替 換 算 調 整 勘 定 29,750

新 株 予 約 権 217
非 支 配 株 主 持 分 14
純 資 産 合 計 1,909,051

資 産 合 計 2,675,982 負 債 純 資 産 合 計 2,675,982

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 3,491,179
売 上 原 価 837,045
売 上 総 利 益 2,654,133
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,370,716
営 業 利 益 283,416
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,167
中 途 解 約 収 入 106
雑 収 入 624 2,897

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,275
為 替 差 損 14,505
そ の 他 2,151 17,931

経 常 利 益 268,382
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,730 3,730
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 264,652
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 55,489
法 人 税 等 調 整 額 12,017 67,506
当 期 純 利 益 197,145
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 197,144

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産

　

1,653,873
1,507,528
37,998
1,373
77,454
7,148
2２,370

842,830
304,249
242,064
62,184

427,006
411,169
15,837

111,575
6,687
79,399
25,489

　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 641,820

買 掛 金 540
未 払 金 280,893
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 53,332
未 払 法 人 税 等 8,175
未 払 消 費 税 等 56,456
契 約 負 債 236,652
そ の 他 5,770

固 定 負 債 146,893
長 期 借 入 金 36,670
資 産 除 去 債 務 110,223

負 債 合 計 788,713
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,707,772
資 本 金 132,872
資 本 剰 余 金 482,672
資 本 準 備 金 127,872
そ の 他 資 本 剰 余 金 354,800

利 益 剰 余 金 1,092,290
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,092,290
繰 越 利 益 剰 余 金 1,092,290

自 己 株 式 △63
新 株 予 約 権 217
純 資 産 合 計 1,707,990

資 産 合 計 2,496,704 負 債 純 資 産 合 計 2,496,704

貸　借　対　照　表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年  1月  1日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 3,491,179
売 上 原 価 1,020,220
売 上 総 利 益 2,470,958
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,235,224
営 業 利 益 235,734
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,163
中 途 解 約 収 入 106
経 営 指 導 料 4,500
雑 収 入 624 7,393

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,274
そ の 他 269 1,544

経 常 利 益 241,583
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,874 3,874
税 引 前 当 期 純 利 益 237,708
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 49,368
法 人 税 等 調 整 額 16,382 65,751
当 期 純 利 益 171,957

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩　崎　亮　一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鷺　谷　佑梨子

独立監査人の監査報告書
2026年３月２日

ビズメイツ株式会社
取締役会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ビズメイツ株式会社の2025年1月1日から2025
年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ビズメイツ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
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拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　 上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩　崎　亮　一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鷺　谷　佑梨子

独立監査人の監査報告書
2026年３月２日

ビズメイツ株式会社
取締役会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ビズメイツ株式会社の2025年1月1日から
2025年12月31日までの第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
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証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第14期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

２．監査の結果
　(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
　　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に

ついても、指摘すべき事項は認められません。
　(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　(3)　連結計算書類の監査結果

会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常 勤 監 査 役 児 山 　 法 子 ㊞
監 査 役 望 月 　 文 夫 ㊞
監 査 役 蔵 元 　 左 近 ㊞

2026年３月３日
ビ ズ メ イ ツ 株 式 会 社  監 査 役 会

（注）監査役児山法子、望月文夫及び蔵元左近は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に
定める社外監査役であります。

以　上
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現行定款 変更案

第1章　総則

第1条～第3条　（条文省略）

（機関）
第4条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、
次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人

第5条　（条文省略）

　第2章　株式

第1章　総則

第1条～第3条　（現行どおり）

（機関）
第4条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、
次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
　　　　　　（削　除）
(3) 会計監査人

第5条　（現行どおり）

　第2章　株式

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件

（１）提案の理由
①　当社は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と経営の迅速化を図るため一層の充実

という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。
　これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関す
る規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。

②　なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものと
いたします。

（２）変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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現行定款 変更案

第6条～第8条　（条文省略）

（株主名簿管理人）
第9条　当会社は、株主名簿管理人を置く。
2　株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取
締役会の決議によって定める。

3　（条文省略）

（株式取扱規程）
第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料
は、法令又は本定款のほか、取締役会において定
める株式取扱規程による。

　第3章　株主総会

第11条～第16条　（条文省略）

第4章　取締役及び取締役会

（取締役の員数）
第17条　当会員の取締役は、9名以内とする。

（新　設）

（取締役の選任）
第18条　取締役は、株主総会において選任す
る。

2 ～ 3　（条文省略）

第6条～第8条　（現行どおり）

（株主名簿管理人）
第9条　（現行どおり）
2　株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取
締役会の決議又は取締役会の委任を受けた取締役
によって定める。
3　（現行どおり）

（株式取扱規程）
第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料
は、法令又は本定款のほか、取締役会又は取締役
会の委任を受けた取締役において定める株式取扱
規程による。

　第3章　株主総会

第11条～第16条　（現行どおり）

第4章　取締役及び取締役会

（取締役の員数）
第17条　当会員の取締役（監査等委員である取締
役を除く。）は、4名以内とする。
2　当会社の監査等委員である取締役は、5名以内
とする。

（取締役の選任）
第18条　取締役は、監査等委員である取締役とそ
れ以外の取締役とを区別して、株主総会において
選任する。
2 ～ 3　（現行どおり）
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現行定款 変更案

（取締役の任期）
第19条　取締役の任期は、選任後1年以内に終了
する事業年度のうち最後のものに関する定時株主
総会の締結時までとする。

（新　設）

2　任期満了前に退任した取締役の補欠として、
又は増員により選任された取締役の任期は、前任
者又は他の在任取締役の任期の満了する時までと
する。

（新　設）

（新　設）

（代表取締役及び役付取締役）
第20条 取締役会は、その決議によって代表取締
役を選定する。

2  取締役会は、その決議によって取締役社長1名
を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専
務取締役、常務取締役各若干名を選定することが
できる。

（取締役の任期）
第19条　取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結時までとする。
2　監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結時までとする。
3　任期満了前に退任した取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の補欠として、又は増員に
より選任された取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期は、前任者又は他の在任取締役
の任期の満了する時までとする。
4　任期満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締
役の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
5　会社法第329条第3項に基づき選任された補欠
の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有
する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開
始の時までとする。

（代表取締役及び役付取締役）
第20条 取締役会は、その決議によって、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の中から代
表取締役を選定する。
2  取締役会は、その決議によって、取締役（監査
等委員である取締役を除く。）の中から取締役社
長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社
長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定する
ことができる。
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現行定款 変更案

（取締役会の招集権者及び議長）
第21条　（条文省略）
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
取締役会を招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）
第22条 取締役会の招集通知は、会日の３日前ま
でに各取締役及び各監査役に対して発する。ただ
し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。
2　取締役及び監査役の全員の同意があるとき
は、招集の手続を経ないで取締役会を開催するこ
とができる。

第23条 　（条文省略）

（新　設）

第24条　（条文省略）

（取締役の報酬等）
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
対価として当会社から受ける財産上の利益（以下
「報酬等」という。）は、株主総会の決議によっ
て定める。

第26条　（条文省略）

（取締役会の招集権者及び議長）
第21条 （現行どおり）
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）が取締役会
を招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）
第22条 取締役会の招集通知は、会日の３日前ま
でに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必
要があるときは、この期間を短縮することができ
る。
2　取締役の全員の同意があるときは、招集の手
続を経ないで取締役会を開催することができる。

第23条　（現行どおり）

（重要な業務執行の決定の委任）
第24条　当会社は、会社法第399条の13第6項の
規定により、取締役会の決議によって、重要な業
務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）
の決定の全部又は一部を取締役に委任することが
できる。

第25条 （現行どおり）

（取締役の報酬等）
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
対価として当会社から受ける財産上の利益は、監
査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区
別して、株主総会の決議によって定める。

第27条　（現行どおり）
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現行定款 変更案

第５章　監査役及び監査役会

（監査役の員数）
第27条 当会社の監査役は、５名以内とする。

（監査役の選任）
第28条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 当会社は、会社法第329条第３項の規定によ
り、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる
場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選
任することができる。
4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有
する期間は、当該決議後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開
始の時までとする。

（監査役の任期）
第29条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任
された監査役の任期は、退任した監査役の任期の
満了する時までとする。ただし、前条第3項によ
り選任された補欠監査役が監査役に就任した場合
は、当該監査役の任期は、補欠監査役としての選
任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時を超えること
ができないものとする。

第５章　監査等委員会

（削　除）

（削　除）

（削　除）
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現行定款 変更案

（常勤の監査役）
第30条 監査役会は、その決議によって、監査役
の中から常勤の監査役を選定する。

（監査役会の招集通知）
第31条 監査役会の招集通知は、会日の３日前ま
でに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必
要があるときは、この期間を短縮することができ
る。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を
経ないで監査役会を開催することができる。

（監査役会の決議方法）
第32条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

（監査役会規程）
第33条 監査役会に関する事項は、法令及び本定
款のほか、監査役会において定める監査役会規程
による。

（監査役の報酬等）
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ
って定める。

（監査役の責任免除）
第35条 当会社は、会社法第426条第１項の規定
により、任務を怠ったことによる監査役（監査役
であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の
限度において、取締役会の決議によって免除する
ことができる。

（常勤の監査等委員）
第28条 監査等委員会は、その決議によって、常
勤の監査等委員を選定することができる。

（監査等委員会の招集通知）
第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の３日
前までに各監査等委員に対して発するものとす
る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間
を短縮することができる。
2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手
続を経ないで監査等委員会を開催することができ
る。

（監査等委員会の決議方法）
第30条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定
めがある場合を除き、議決に加わることができる
監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。

（監査等委員会規程）
第31条 監査等委員会に関する事項は、法令及
び本定款のほか、監査等委員会において定める
監査等委員会規程による。

（削　除）

（削　除）
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現行定款 変更案

2 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ
り、監査役との間に、任務を怠ったことによる損
害賠償責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。

第６章　会計監査人

第36条～第37条 （条文省略）

（会計監査人の報酬等）
第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監
査役会の同意を得て定める。

第７章　計算

第39条～第42条　（条文省略）

（新　設）

（削　除）

第６章　会計監査人

第32条～第33条 (現行どおり)

（会計監査人の報酬等）
第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監
査等委員会の同意を得て定める。

第７章　計算

第35条～第38条 （現行どおり）

（監査役の責任免除に関する経過措置）
附則
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、
第14回定時株主総会において決議された定款一部
変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる
監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償
責任を、法令の限度において、取締役会の決議に
よって免除することができる。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

すず
鈴　

き
木　

のぶ
伸　

あき
明

（1977年8月23日生）

2000年 3月 三貴商事株式会社入社
2007年 10月 ヤフー株式会社入社
2009年 10月 ベルリッツ・ジャパン株式会社入社
2012年 7月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）　

1,677,600株

【取締役候補者とした理由】
　鈴木伸明氏は当社の創業者として、企業理念の設計や主要サービスの開発を成功させており、当社
代表取締役として強いリーダーシップを発揮して経営の指揮を執り企業価値の向上に貢献してきたこ
とから、今後も当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できるため、引き続き
取締役候補者といたしました。

２

い
伊　

とう
藤　

ひ
日　

か
加

(1975年４月30日生)

1996年 6月 ベルリッツ・ジャパン株式会社入社
2012年 7月 当社設立　取締役就任
2012年 8月 Bizmates Philippines, Inc.　取締役

CEO（現任）
2019年 6月 当社取締役ランゲージソリューション事業部

長（現任）　

360,000株

【取締役候補者とした理由】
　伊藤日加氏は設立時より取締役として、当社内で主にランゲージソリューション事業の責任者を務
め、高品質なレッスン設計や教材開発を成功させ企業価値の向上に貢献しております。同氏の豊富な
経験と幅広い見識は、今後の当社の企業価値向上に必要であると判断し、引き続き取締役候補者とい
たしました。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行し、取締役全員（４名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）２名の選
任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の
効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 47 －



（注）１. 代表取締役　鈴木伸明氏、取締役　伊藤日加氏の所有株式数は、同人の資産管理会社の所有する株式
をそれぞれ含んでいます。

２. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者の損害を当該保険契約によって填補することとしております。当契
約の概要は、事業報告「会社役員の状況」に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任し
た場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

す

須　
だ

田　
き い ち

騎一
ろ う

朗
（1966年5月14日生）

1990年 1月 株式会社エスコム入社
1991年 4月 株式会社ユニバーサル・データ入社
1994年 4月 株式会社多摩通信機入社
1994年 9月 株式会社ケイネット入社
1996年 1月 株式会社ビー・オー・ブイ・アソシエイツ入

社
1997年 7月 株式会社キューアンドエー（現キューアンド

エー株式会社）設立　代表取締役社長就任
2005年 2月 ユナイトアンドグロウ株式会社設立

代表取締役社長就任（現任）
2015年 9月 fjコンサルティング株式会社　取締役就任
2020年 10月 当社社外取締役就任（現任）　

4,500株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　須田騎一朗氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有していることから、当社の
経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレー
ト・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者
といたしました。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行いたします。
　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生
じるものといたします。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

２

た か

高　
き

木　
ま さ

政　
あ き

秋
（1963年10月4日生）

1990年 12月 有限責任監査法人トーマツ入社
2020年 4月 株式会社ネオキャリア　監査役就任
2021年 9月 Jinjer株式会社　監査役就任
2022年 3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社

監査役就任（現任）
2025年 3月 当社社外取締役就任（現任）　

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
　高木政秋氏は、公認会計士としての長年にわたる経験に加え、これまで複数社の監査役を歴任して
おり、 コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。それらを当社の企業価値向
上に活かしていただくことに加え、取締役会の監督機能強化への貢献が期待できることから、監査等
委員である社外取締役候補者といたしました。

３

の

野　
むら

村　
あや

彩
（1977年7月3日生）

2007年 12月 第二東京弁護士会　登録
2007年 12月 島飼総合法律事務所入所
2016年 1月 和田倉門法律事務所参画
2022年 4月 株式会社GENDA 社外取締役就任
2022年 6月 株式会社ACES 社外監査役就任（現任）
2023年 4月 日本郵政グループ 内部通報制度

不服審査委員会　委員　就任（現任）
2023年 9月 株式会社アンドパッド 社外監査役就任（現

任）
2025年 4月 株式会社ニーリー　社外監査役就任（現任）　

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
　野村彩氏は、弁護士として法務全般に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。ま
た、他社における社外取締役及び社外監査役としての歴任を通じて、企業経営の監督・監査に関する
深い見識を有しております。同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理
由及び専門知見や他社での経験を当社の監査体制に反映させることで、取締役会の意思決定の妥当性
及び適法性を確保し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に資するものと判断し、監査等委員
である社外取締役候補者といたしました。
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（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 須田騎一朗氏、高木政秋氏及び野村彩氏は、新任の社外取締役候補者であります。
３. 須田騎一朗氏及び高木政秋氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、須田氏が5年5ヵ月、高木氏が1年となります。
４. 当社は、須田騎一朗氏及び高木政秋氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、両氏の選任が承認された場合は、両
氏との当該契約を継続する予定であります。また、野村彩氏の選任が承認された場合は、同氏との間
で同内容の契約を締結する予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結
しており、当社取締役を含む被保険者の損害を当該保険契約によって填補することとしております。
当契約の概要は、事業報告「会社役員の状況」に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就
任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同
内容での更新を予定しております。

６. 当社は須田騎一朗氏及び高木政秋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。両氏の選任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、
野村彩氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独
立役員として同取引所に届ける予定です。
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ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

こ
児

 

　
やま
山

 

　
のり
法

 

　
こ
子

（1977年2月25日）

2002年 10月 有限責任監査法人トーマツ入社
2018年 8月 児山法子公認会計士事務所設立 所長（現任）
2019年 10月 当社常勤監査役（現任）

2024年 9月 国立大学法人名古屋工業大学　監事（非常勤）
（現任）

　

6,000株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　児山法子氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と見
識に基づき、当社の常勤監査役として約6年半にわたり、業務執行に対する監査を担っていただいておりま
す。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理
由で当社経営の監督・監査機能の実行制を強化するために適任であると判断し、補欠の監査等委員である社外
取締役候補者といたしました。

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行いたします。
　つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の
監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生
じるものといたします。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 児山法子氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３. 児山法子氏が社外取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基
づく損害賠償責任の限度額は、同法会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏
の選任が承認された場合は、同氏との当該契約を締結する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結
しており、当社取締役を含む被保険者の損害を当該保険契約によって填補することとしております。
当契約の概要は、事業報告「会社役員の状況」に記載のとおりです。候補者が取締役に選任され就任
した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内
容での更新を予定しております。

５. 児山法子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が就任した場合は、独
立役員として同取引所に届ける予定です。
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第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行いたします。
　当社の取締役の報酬額は、2021年3月24日開催の第9回定時株主総会において、年額150百万円
以内とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止
したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を定めることとし、年額200
百万円以内とさせていただきたいと存じます。
　なお、当社は役員の報酬等において一定の指標等を用いて支給される業績連動報酬制度は採用して
おりません。
　本議案の内容は、上記の方針に沿う内容となっており、また、当社の事業規模、役員報酬体系やそ
の支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を勘案したものであることから相当であるものと考
えております。
　当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
　現在の取締役は4名（うち社外取締役2名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の員数は、第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決されますと、2名（うち社
外取締役０名）となります。
　なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効
力を生じるものといたします。
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第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行いたします。
　つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とさせていただきたいと存
じます。
　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を
総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと考えております。
　本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第１号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決
されますと3名となります。
　なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効
力を生じるものといたします。

以上
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会場：東京都千代田区神田須田町二丁目１９番地２３
Daiwa秋葉原ビル 11階
TEL 03-3526-2640（代表）

交通 JR山手線 秋葉原駅 電気街口より 徒歩約５分
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 5番出口より 徒歩約７分
東京メトロ銀座線 神田駅 ６番出口より 徒歩約４分
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 A３出口より 徒歩約６分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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